
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書（請求

管理事務代行報酬は、ファンドの純資産価格の①5億米ドル以下に対して年率0.07％、②5億米ドル超10億米ドル以下に対

上記の報酬のほか、設立費用、監査報酬、目論見書の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務

作成基準日：2024年3月1日

最大

当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が

投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により

当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等の内容
ご自身でご判断ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書

投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは

と

■投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込
■管理会社
UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド（注）

■投資運用会社、資料の作成

販売用資料
2024.3

ケイマン籍オープン・エンド契約型外国投資信託（米ドル建て）
（注）クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲは、2024年3月1日付で、

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲに名称を変更しました。

（注）クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッドは、2024年3月1日
付で、UBSマネジメント（ケイマン）リミテッドに名称を変更しました。

（資産成長型）／（毎月分配型）

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ（注） －

マイスターズ・コレクション

三井住友DSアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第399号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
　　　　  一般社団法人第二種金融商品取引業協会

お申込みの際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」等を必ずご覧ください。
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1

ファンドのポイント 2

それは企業分析の専門家集団による
魅力的な資産への投資

Meister’s Collection

❶魅力的な企業の
❷魅力的な資産をセレクトします。

ファンドのポイント

企業分析の専門家集団
による銘柄選別

〈投資対象の例〉
企業の債券、転換社債、普通株式など

1

安定感のある魅力的な
 パフォーマンス

徹底した企業分析と、市場環境に応じた投資対
象の選別によって、安定感のあるリターンのご
提供を目指しています。
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による

2

ファンドのポイント 3

※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

米ドル建ての運用

当ファンドは米ドル建てで運用するため、為替
ヘッジコストなどの影響を受けません。

※円と米ドルの交換に際しては為替リスクがあります。　

実質的な運用を行う「ヌビーン・アセット・マネジメントLLC」は、企業分析に特化した運用チームを
擁する、世界有数の資産運用会社グループ「Nuveen, LLC」の一員です。
Nuveen, LLCは、米国の年金基金を中心に運用戦略を提供していましたが、近年、ヌビー
ン・アセット・マネジメントLLCを含めた傘下の運用会社の優れた運用戦略をグローバルに展
開しています。

（注）各年とも12月末現在。関連会社の残高を含みます。
（出所）Nuveen, LLCのデータを基に投資運用会社作成

（兆米ドル）

（年）

0.85 0.85 0.88
0.97 0.93

1.06
1.16 1.20

1.09

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Nuveen, LLCの運用資産残高の推移

～企業分析の専門家集団「ヌビーン・アセット・マネジメントLLC」～Meister
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3

魅力的な企業とは・・・収益性や割安度、業績の転換等から、下値抵抗力と上値への期待を有する企業
魅力的な資産とは・・・今後１年間のリスク・リターンを計算し、リスク調整後のリターンが高い資産

小 大

本戦略の銘柄選別イメージ

高

低

リ
タ
ー
ン（
年
率
）

リスク（年率）

（ご参考）ウェルス・ファーゴ社の各証券別年次騰落率（トータルリターンベース）

●魅力的な企業の魅力的な資産に、市場環境を見極めながら、選別して投資します。
●グローバル社債と同程度のリスク水準で、相対的に高いリターンとなり、高い『投資効率』を実現して
います。

本戦略＊の銘柄選別について

同じ企業でも発行する証券の種別や、市場環境によって魅力的な資産は異なります。

（注1）本戦略のリスクとリターンのデータは、米国で2009年12月より運用開始した本戦略を用いた機関投資家向けの商品（以下、類似商品）のリターンから当
ファンドの報酬等（年1.675％）を控除したデータを使用。

（注2）各資産のリスクとリターンのデータは2009年12月末～2023年5月末。
（注3）グローバル株式はMSCI AC Worldインデックス（配当込み）、グローバル社債はブルームバーグ・グローバル社債インデックス。
（出所）ヌビーン・アセット・マネジメントLLC、FactSetのデータを基に投資運用会社作成
※上記は当ファンドと同様の運用手法を用いた類似商品の過去の実績であり、当ファンドの運用実績ではありません。
※上記は投資対象銘柄の例示を目的とするものであり、当ファンドにおいて当該銘柄に投資をするとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。
※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものでもありません。
※ファンド購入時には、購入時手数料がかかる場合があります。また、換金時にも費用・税金などがかかる場合があります。くわしくは最終ページおよび投資信託
説明書（交付目論見書）をご覧ください。

＊ 本戦略とは、当ファンドが実質的に採用する、ヌビーン・アセット・マネジメントLLCが米国で提供している運用手法を指します。

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

債券Ａ

債券Ｂ

劣後債

12.0% 9.1% -0.7% 3.9% 2.1% -3.1% 6.0%

5.6% 9.5% -3.7% 10.9% 2.3% 3.6% 5.0%

- - - - 0.1% -0.9% 6.7%

2018年

-2.0%

-0.6%

-11.1%

・・・その年の最高リターン　　赤字・・・その年の最低リターン
（出所）ヌビーン・アセット・マネジメントLLCのデータを基に投資運用会社作成

普通社債
劣後債

転換社債
普通株式

優先株式

会社B会社B

劣後債
優先株式

普通株式

普通社債

転換社債

魅力的な企業銘柄選別❶

魅力的な資産銘柄選別❷

会社Ａ会社Ａ

優先株式

普通社債
劣後債

転換社債
普通株式

会社C会社C

2019年

13.6%

9.3%

14.4%

2020年 2021年

0.9%

6.7%

-2.7%

優先株式Ａ

優先株式Ｂ

普通株式

11.9% 10.3% 2.1% 11.5% 8.3% 2.7% 9.6%

13.0% 23.1% -3.3% 16.2% 1.9% 8.8% 16.4%

-9.5% 27.4% 36.7% 24.1% 1.9% 4.7% 13.2%

-7.7%

2.1%

-21.8%

17.0%

20.9%

22.2%

2.5%

4.7%

-41.7%

各資産のリスクとリターン

0

3

6

9

12
（％）

0 3 6 9 12 1815 （％）

-5.3%

-3.1%

1.3%

-3.6%

-1.8%

61.2%

2022年

-7.4%

-

1.4%

-4.9%

-14.2%

-11.3%

本戦略

グローバル
社債

グローバル
株式

企業分析の専門家集団による銘柄選別

（注1）
（注2）運用資産残高は同時点の為替レート（1米ドル＝131.01円）で換算。
（出所）ヌビーン・アセット・マネジメントLLC、Nuveen, LLCのデータを基に投資運用会社作成

●

●
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て

本戦略のリスクとリターンのデータは、米国で2009年12月より運用開始した本戦略を用いた機関投資家向けの商品（以下、類似商品）のリターンから当

上記は投資対象銘柄の例示を目的とするものであり、当ファンドにおいて当該銘柄に投資をするとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。
上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものでもありません。
ファンド購入時には、購入時手数料がかかる場合があります。また、換金時にも費用・税金などがかかる場合があります。くわしくは最終ページおよび投資信託

（％）

4

当ファンドの実質的な運用を担当する「ヌビーン・アセット・マネジメントLLC」について

（注1）データは2022年12月末現在。
（注2）運用資産残高は同時点の為替レート（1米ドル＝131.01円）で換算。
（出所）ヌビーン・アセット・マネジメントLLC、Nuveen, LLCのデータを基に投資運用会社作成

1918年に設立されたTIAAは、全米の教職員年金を運用
しているほか、近年は年金運用以外の領域にも事業の拡
大を進めています。
・運用資産：約1.1兆米ドル（約143兆円）
・従業員数：約18,700名

1918年に設立されたTIAAは、全米の教職員年金を運用
しているほか、近年は年金運用以外の領域にも事業の拡
大を進めています。
・運用資産：約1.1兆米ドル（約143兆円）
・従業員数：約18,700名

〈TIAA（全米大学教職員退職年金基金）の概要〉〈TIAA（全米大学教職員退職年金基金）の概要〉

Nuveen, LLCは複数の資産運用会社を傘下にもつ、
世界有数の資産運用会社です。
・運用資産：約1.1兆米ドル（約143兆円）
・従業員数：約2,500名

Nuveen, LLCは複数の資産運用会社を傘下にもつ、
世界有数の資産運用会社です。
・運用資産：約1.1兆米ドル（約143兆円）
・従業員数：約2,500名

〈Nuveen, LLCの概要〉〈Nuveen, LLCの概要〉

傘下の運用会社傘下の運用会社

●企業分析の専門家集団である『ヌビーン・アセット・マネジメントLLC』は、世界最大級の年金基金である
TIAA(全米大学教職員退職年金基金）の資産運用部門、Nuveen, LLCの一員です。
●Nuveen, LLCは顧客重視、投資家還元優先などに向けた取り組みを積極的に実施しています。

設立
1989年

従業員数
440名（うち342名が運用担当）

平均業界経験年数
約20年

運用資産残高
約2,570億米ドル（約33.7兆円）

Nuveen, LLCは、さまざまな分野でそれぞれ
強みのある運用会社を傘下に持っており、ヌ
ビーン・アセット・マネジメントLLCはその中で
も企業分析に強みをもった運用会社です。

Nuveen, LLCは、さまざまな分野でそれぞれ
強みのある運用会社を傘下に持っており、ヌ
ビーン・アセット・マネジメントLLCはその中で
も企業分析に強みをもった運用会社です。

グローバル株式・債券などで幅広く戦略を提供
している運用会社に加えて、不動産、クレジット、
リアルアセット、コモディティなどの各分野に特化
した運用戦略を提供している運用会社を傘下に
持ちます。

グローバル株式・債券などで幅広く戦略を提供
している運用会社に加えて、不動産、クレジット、
リアルアセット、コモディティなどの各分野に特化
した運用戦略を提供している運用会社を傘下に
持ちます。

〈Nuveen, LLC：広範な資産クラスへの投資体制を整備〉〈Nuveen, LLC：広範な資産クラスへの投資体制を整備〉

〈ヌビーン・アセット・マネジメントLLCの概要〉〈ヌビーン・アセット・マネジメントLLCの概要〉
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※

●

5

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

安定感のある魅力的なパフォーマンス

（注1）本戦略は類似商品のリターンから当ファンドの報酬等（年1.675%）を控除したデータを使用。類似商品は2009年12月より運用開始。
（注2）データは2009年12月末～2023年5月末、月次。
（注3）グローバル株式はMSCI AC Worldインデックス（配当込み）、グローバル社債はブルームバーグ・グローバル社債インデックス。
（出所）ヌビーン・アセット・マネジメントLLC、FactSetのデータを基に投資運用会社作成
※上記は当ファンドと同様の運用手法を用いた類似商品の過去の実績であり、当ファンドの運用実績ではありません。また、当ファンドの将来の運用成果や今後の
市場環境等を示唆あるいは保証するものでもありません。
※ファンド購入時には、購入時手数料がかかる場合があります。また、換金時にも費用・税金などがかかる場合があります。くわしくは最終ページおよび投資信託
説明書（交付目論見書）をご覧ください。

パフォーマンスの推移（米ドルベース）

保有期間別リターン（米ドルベース）

変化する市場環境下でも、振れ幅を抑えて安定したリターンを実現

1年間・3年間保有した場合のリターンはマイナスの期間があるものの、リスクを抑えながら、
利息や配当等を積み上げており、5年間保有した場合のリターンは対象期間のすべてでプラス

最大下落率の比較
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年率4.9％
2009年12月末～2023年5月末
（当ファンドの報酬等控除後）

全期間でプラス

※

●

5

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

安定感のある魅力的なパフォーマンス

（注1）本戦略は類似商品のリターンから当ファンドの報酬等（年1.675%）を控除したデータを使用。類似商品は2009年12月より運用開始。
（注2）データは2009年12月末～2023年5月末、月次。
（注3）グローバル株式はMSCI AC Worldインデックス（配当込み）、グローバル社債はブルームバーグ・グローバル社債インデックス。
（出所）ヌビーン・アセット・マネジメントLLC、FactSetのデータを基に投資運用会社作成
※上記は当ファンドと同様の運用手法を用いた類似商品の過去の実績であり、当ファンドの運用実績ではありません。また、当ファンドの将来の運用成果や今後の
市場環境等を示唆あるいは保証するものでもありません。
※ファンド購入時には、購入時手数料がかかる場合があります。また、換金時にも費用・税金などがかかる場合があります。くわしくは最終ページおよび投資信託
説明書（交付目論見書）をご覧ください。

パフォーマンスの推移（米ドルベース）

保有期間別リターン（米ドルベース）

変化する市場環境下でも、振れ幅を抑えて安定したリターンを実現

1年間・3年間保有した場合のリターンはマイナスの期間があるものの、リスクを抑えながら、
利息や配当等を積み上げており、5年間保有した場合のリターンは対象期間のすべてでプラス
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実質的に主として世界の企業が発行する各種の証券＊に投資します。
■投資運用会社は、世界の企業が発行する各種の証券に投資を行う投資対象ファンドの受益証券に主に投
資することで、投資成果を享受することを目指します。
■ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
■投資対象ファンドの実質的な運用は、世界有数の資産運用会社であるNuveen, LLCの傘下にあり、独自のユニーク
なボトムアップ・アプローチによる銘柄選択に強みを持つヌビーン・アセット・マネジメントLLCが行います。

＊各種の証券とは社債、転換社債、普通株式、優先株式等を指します。

管 理 会 社 UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド

代 行 協 会 員 UBS証券株式会社（注）
（注）代行協会員は、2024年3月1日付で、UBS証券株式会社に変更しました。

日 本 に お け る 販 売 会 社 株式会社三井住友銀行
投 資 運 用 会 社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
管理事務代行会社／保管会社 エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド／三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店

報 酬 代 行 会 社 ユービーエス・エイ・ジー　ロンドン支店（注）
（注）報酬代行会社は、2024年3月1日付で、ユービーエス・エイ・ジー　ロンドン支店に変更しました。

受 託 会 社 エリアン・トラスティ（ケイマン）リミテッド

ファンドの特色

※「グローバル・マルチ・ストラテジー ‒ ヌビーン・NWQ・フレキシブル・インカム・ファンド（米ドル―配当クラス）」の組入比率を原則として高位に保ちます。
したがって、ファンドの実質的な主要投資対象は、世界の企業が発行する各種の証券（社債、転換社債、普通株式、優先株式等）となります。

●ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
ファンド

申込金
（米ドル） 投資

損益

投資

損益分配金
買戻金
償還金
（米ドル）

投資対象とする投資信託 投資対象資産
UBSユニバーサル・
トラスト（ケイマン）Ⅲ－

マイスターズ・
コレクション
（資産成長型）
（毎月分配型）

グローバル・マルチ・ストラテジー－

ヌビーン・NWQ・
フレキシブル・
インカム・ファンド
（米ドル－配当クラス）
ケイマン籍外国投資信託

(米ドル建て)

<投資顧問会社＞
ヌビーン・アセット・
マネジメントLLC

＜管理会社＞
UBSマネジメント

（ケイマン）リミテッド
＜投資運用会社＞

三井住友DSアセッ卜
マネジメント株式会社

世界の企業が
発行する
各種の証券
（社債、
転換社債、
普通株式、
優先株式等）

投
資
者

ファンドのしくみ

ファンドの関係法人（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

6

（資産成長型）と（毎月分配型）からお選びいただけます。
■（毎月分配型）では、毎月12日（取引日でない場合、翌取引日）の分配宣言日に分配を決定します。分配金は、原則
として日本における販売会社へのファンドからの入金から起算して4国内営業日目（毎月21日頃）に支払われます。
分配方針
（資産成長型）
原則として分配は行わない予定です。
（毎月分配型）
原則として、インカム等収益および売買益等から、管理会社が1口当たり純資産価格の水準等を勘案して分配金額を
決定します。但し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、投資元本の一部から収益の
分配を行う場合があります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※分配金の再投資はできません。また、（資産成長型）と（毎月分配型）間でのスイッチングはできません。

※上記は当ファンドと同様の運用手法を用いた類似商品の過去の実績であり、当ファンドの運用実績ではありません。また、当ファンドの将来の運用成果や今後の

ファンド購入時には、購入時手数料がかかる場合があります。また、換金時にも費用・税金などがかかる場合があります。くわしくは最終ページおよび投資信託

1年間・3年間保有した場合のリターンはマイナスの期間があるものの、リスクを抑えながら、
ス

最大下落率

▲18.0%

▲23.5％

▲25.3%
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7

（注1）ポートフォリオ特性値は各組入銘柄の数値を加重平均した値です。
（注2）平均利回りは、各資産の利回り（社債は最終利回り、株式は実績ベースの配当利回り等）を加重平均した値です。
（注3）繰上償還条項が付与されている場合は原則として繰上償還発効日を償還日とみなして算出しています。
（注4）普通株式のデュレーションはゼロで計算しています。
（注5）格付けは主要格付機関の格付けに基づいており、ファンドにかかる格付けではありません。
（注6）業種はヌビーン・アセット・マネジメントLLCによる分類です。
（注7）構成比を示す比率は、組入投資信託をシェアクラスとして含む「ヌビーン・NWQ・フレキシブル・インカム・ファンド」の純資産総額を100％として計算した

値です。
（出所）ヌビーン・アセット・マネジメントLLCのデータを基に投資運用会社作成
※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果や今後の市場環境等を示唆あるいは保証するものではありません。

1口当たり純資産価格の推移と（毎月分配型）の分配実績

ポートフォリオ概要（2023年5月末）

ポートフォリオ特性値 組入上位10業種（％）

2018年9月28日（設定日）～2023年5月31日 （毎月分配型）の分配実績
（米ドル）

（年/月）

87.35

2023年
5月31日

100.47

分配実績（税引前）（米ドル）

現地分配宣言日
－

2022/10/12
2022/11/14
2022/12/12
2023/1/12
2023/2/13
2023/3/13
2023/4/12
2023/5/12

回
第1～第47回
第48回
第49回
第50回
第51回
第52回
第53回
第54回
第55回
設定来累計

分配金

11.75
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
13.75

（注1）1口当たり純資産価格は（資産成長型）、（毎月分配型）いずれも当ファンドに係る実質的
な費用控除後です。

（注2）分配金は１口当たりの金額、第１～第47回の分配金は累計金額です。
（出所）ヌビーン・アセット・マネジメントLLCのデータを基に投資運用会社作成
※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果や今後の市場環境等を示唆あるい
は保証するものではありません。

平均利回り（％）

平均格付け
（発行体ベース）

平均格付け
（銘柄ベース）

実効デュレーション（年）

6.2

4.3

BBB

BBB-

0 5 10 2015

80

90

100

110

120

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

銀行

テクノロジーおよび
エレクトロニクス

公益

メディア

ヘルスケア

小売

資本財

自動車

素材

エネルギー

（毎月分配型）

（資産成長型）

3.9

4.8

4.8

5.9

6.4

9.0

9.7

10.0

10.7

14.6

（注1）資産別構成比率の現金等には短期国債等を含みます。
（注2）

（注3）格付けは主要格付機関の格付けに基づいており、ファンドにかかる格付けではありません。
（注4）構成比率は四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合があります。
（注5）業種はヌビーン・アセット・マネジメントLLCによる分類です。
（出所）ヌビーン・アセット・マネジメントLLCのデータを基に投資運用会社作成
※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果や今後の市場環境等を示唆あるいは保証するものではありません。
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（注7）構成比を示す比率は、組入投資信託をシェアクラスとして含む「ヌビーン・NWQ・フレキシブル・インカム・ファンド」の純資産総額を100％として計算した

11.75
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
13.75

20

8

優先株式
BBB

ポートフォリオ概要（2023年5月末）

組入上位10銘柄

（注1）資産別構成比率の現金等には短期国債等を含みます。
（注2）格付け別構成比率は普通株式を除く有価証券ベースです。その他の構成比を示す比率は、組入投資信託をシェアクラスとして含む「ヌビーン・NWQ・

フレキシブル・インカム・ファンド」の純資産総額を100％として計算した値です。
（注3）格付けは主要格付機関の格付けに基づいており、ファンドにかかる格付けではありません。
（注4）構成比率は四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合があります。
（注5）業種はヌビーン・アセット・マネジメントLLCによる分類です。
（出所）ヌビーン・アセット・マネジメントLLCのデータを基に投資運用会社作成
※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果や今後の市場環境等を示唆あるいは保証するものではありません。

資産別構成比率（％） 格付け別構成比率（銘柄ベース）（％）

順位

テクノロジーおよび
エレクトロニクス

企業名 業種 資産区分発行体
格付け

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ヒューレット・パッカード・エンタープライズ

JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー

エメラ

バイアコム

ゼネラル・モーターズ

セラニーズ

マクドナルド

トリップアドバイザー

アムジェン

リーガル・レックスノード

BBB+

AA-

BBB

BBB

BBB

BBB-

BBB+

BB-

BBB+

BBB-

銀行

公益

メディア

自動車

素材

小売

メディア

ヘルスケア

資本財

BBB+

BBB+

BB+

BBB

BBB

BBB-

BBB+

BB-

BBB+

BBB-

2.3

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.3

1.3

1.3

1.2

投資適格社債

優先株式

ハイイールド社債

投資適格社債

投資適格社債

投資適格社債

投資適格社債

ハイイールド社債

投資適格社債

投資適格社債

比率
（％）

銘柄ベース
格付け

A

AAA 2.5格付けなし

B
CCC 0.3

BB

普通株式

転換社債

投資適格社債

ハイイールド
社債

現金等

（組入銘柄数 183）

38.7

24.2

19.2

12.5
3.2
2.2

5.2

56.3

29.8

2.92.9
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9

投資対象となる各種証券について

＊1 上記はイメージであり、全てのケースに当てはまるとは限りません。また、ハイブリッド証券の特性の一部を簡易的に表したものであり、全てを網羅したもので
はありません。発行国の制度などにより、異なる場合があります。

＊2 法的弁済順位とは、発行体が倒産（デフォルト）等となった場合に、債権者等に対する残余財産を弁済する順位のことです。

＜ハイブリッド証券とは＞

ハイブリッド証券とは、債券（負債）と株式（資本）の性格を併せ
持つ証券で、劣後債、優先株式などがあります。

ハイブリッド証券（劣後債、優先株式）

特徴

債券に似た性質
利息（または配当）が定められており、満期や繰上償還時に額面で
償還されます。
株式に似た性質
格付機関などから、発行額の一部を「資本」としてみなされる証券です。
ご注意点

法的弁済順位
一般的に、ハイブリッド証券の法的弁済順位は、普通社債よりも低く、普通株式よりも高く位置づけられています。
なお、ハイブリッド証券の中でも、劣後債の法的弁済順位は、優先株式よりも高く位置づけられています。
格付けと利回り
一般に、同一企業の発行するものであっても、ハイブリッド証券の格付けは普通社債よりも低くなる一方で、利回りは高く
なる傾向にあります。

ハイブリッド証券のイメージ＊1

法
的
弁
済
順
位
＊2

価
格
変
動

利
回
り

高

低

小

大

低

高

資
産

資
本

負
債

普通社債

ハイブリッド
証券
劣後債

優先株式等

普通株式

●劣後債とは
ご注意点

●優先株式とは
ご注意点

劣後債とは、発行体が破綻するなどの「劣後事由」が
発生した場合、一般債権者（普通社債保有者等）に比
べて法的弁済順位が劣る債券です。普通社債に比べ
て、利回りが高くなる傾向があります。なお、償還期
限が少なくとも5年以上の期間を有する期限付劣後
債もしくは期限がない永久劣後債などがあります。

優先株式とは、法的弁済順位が普通株式に比べて、
優先的地位にある株式のことをいいます。多くの
場合、配当（剰余金）や会社清算時の残余財産を普
通株式より優先して受け取れる権利を有する一方、
議決権には一定の制限があります。償還期限の定めが
ないことから、劣後債よりも株式に近い性質を有して
いるといわれます。

繰上償還条項
償還期限が長い、もしくは永久であることから、正式な
償還期限の前に繰上償還（「コール」と呼ぶことがある）
ができる条項が付与されていることが一般的です。
利息の支払繰延条項
発行体の業績の著しい悪化等により、利息の支払いが繰り延
べられたり、停止されたりする条項が付与されているものが
あります。

繰上償還条項
償還期限の定めがないことから、一般的に繰上償還
（コール）条項が付与されています。
クーポンの支払繰延条項
クーポン（利息、配当）の支払繰延条項が付与されている
ものが多くあります。発行体の業績の著しい悪化等により、
クーポンの支払いが繰り延べられたり、停止されたりする
可能性があります。

（注1）データは2023年5月末。
（注2）

（出所）Bloombergのデータを基に投資運用会社作成
※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものでもあり

＜転換社債型新株予約権付社債（転換社債）とは＞

転換社債型新株予約権付社債（転換社債）とは、株式
と債券の二つの特徴をあわせ持つ債券です。
株価が転換価格を上回った時には、株式に転換し
売却すれば、値上がり益を取ることができます。
一方、社債のまま保有し続けると、利付債として
定期的に利子を受け取ることができるほか、償還

＜ハイイールド債券とは＞
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上記はイメージであり、全てのケースに当てはまるとは限りません。また、ハイブリッド証券の特性の一部を簡易的に表したものであり、全てを網羅したもので

一般に、同一企業の発行するものであっても、ハイブリッド証券の格付けは普通社債よりも低くなる一方で、利回りは高く

法
的
弁
済
順
位
＊2

高

低

償還期限が長い、もしくは永久であることから、正式な
償還期限の前に繰上償還（「コール」と呼ぶことがある）

繰り延
べられたり、停止されたりする条項が付与されているものが

償還期限の定めがないことから、一般的に繰上償還

クーポン（利息、配当）の支払繰延条項が付与されている
ものが多くあります。発行体の業績の著しい悪化等により、
クーポンの支払いが繰り延べられたり、停止されたりする

（注1）データは2023年5月末。
（注2）米国国債はブルームバーグ米国国債インデックス（最終利回り）、米国投資適格社債はブルームバーグ米国投資適格社債インデックス（最終利回り）、

優先株式はブルームバーグ優先証券インデックス（繰上償還考慮後ベース利回り）、米国ハイイールド社債はブルームバーグ米国ハイイールド社債
インデックス（最終利回り）。

（出所）Bloombergのデータを基に投資運用会社作成
※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものでもあり
ません。
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投資対象となる各種証券について

＜転換社債型新株予約権付社債（転換社債）とは＞

転換社債型新株予約権付社債（転換社債）とは、株式
と債券の二つの特徴をあわせ持つ債券です。
株価が転換価格を上回った時には、株式に転換し
売却すれば、値上がり益を取ることができます。
一方、社債のまま保有し続けると、利付債として
定期的に利子を受け取ることができるほか、償還日
には額面金額が払い戻されます。

＜ハイイールド債券とは＞

・ハイイールド債券とは、利回りが高く信用格付けが
低い債券のことです。イールドとは、直訳すると
利回りという意味になります。
・具体的には、格付会社などで信用格付けがBB
（ダブルビー）以下の評価をされている債券で、
信用度が低い分、格付けの高い債券より利率が
高く設定されています。

転換社債

ハイイールド債券

転換社債の収益のイメージ

転換社債の価格変動のイメージ

ハイイールド債券と他資産との利回り比較

転換価格

株価＜転換価格
の場合

債券として保有し、
利子や償還金等を獲得。

株価＞転換価格
の場合

転換価格で株に転換し、
値上がり益を獲得。

株価

転換価格
上昇

下落
下落 上昇

転
換
社
債
の
価
格

転換対象株式の株価

＝下方硬直性

＝株価連動性

株式としての価値

債券としての価値

転換社債の発行価格

ご注意点

株価連動性
一般的に、転換価格を上回る株価の上昇局面では、株式
としての価値が上昇し、株価との連動性が高まる傾向に
あります。
下方硬直性
一般的に、転換価格を下回る株価の下落局面では、債券
としての価値が上昇し、株価との連動性が低下する傾向
にあります。
金利
転換社債は、株式に転換できる権利が付与されている分、
金利は普通社債よりも低く抑えられています。

一般的に株価が転
換価格を上回ると、
株価との連動性が
高まります。一般的に株価が転換

価格を下回ると株価
との連動性が低下し、
債券の価値が上昇し
ます。

米国国債 優先株式米国
投資適格
社債

米国
ハイイールド
社債

（％）

0
2
4
6

10
8

4.1
5.4

6.3

8.9
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分配金に関する留意事項

1口当たり純資産価格の変動要因
●

●

＜主な変動要因
価格変動リスク（株式市場リスク）
株式の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となり
ます。また、実質的にファンドが投資する個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価
の変化等によって変動し、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に
陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、1口当たり純資産価格が大きく下落する要因となります。

価格変動リスク（債券市場リスク）
債券の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する
要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。

価格変動リスク（信用リスク）
債務不履行の発生等は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格
が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因と
なります。
なお、後述の「投資する各種の証券の固有の留意点」もご参照ください。

為替変動リスク
ファンドは、米ドル建て資産に投資するため、米ドル貨から投資する場合には、為替変動のリスクはありません。ただし、円貨にて
米ドル建て資産を評価する場合には、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、円貨で評価した資産価値が
大きく減少する可能性があり、この場合、円貨で評価したファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたり
する場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの1口
当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買
される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が
低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に
反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

※1口当たり純資産価格の変動要因は、下記に限定されるものではありません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書（請求目論
見書）の該当箇所をご参照ください。

● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、1口当たりの純資産価格は下がります。

● 投資者のファンドの受益証券の購入価格によっては、以下のとおり、分配金の一部ないしすべ
てが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンドご購入後の運用状況に
より、分配金額より1口当たり純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。この場合、
当該元本の一部払戻しに相当する部分も分配金として分配課税の対象となります。

● 分配金は、分配期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当該分配
期間に係る現地分配基準日（分配後）における1口当たり純資産価格は、前回の分配期間に
係る現地分配基準日の翌日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
分配期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配期間は、現地分配基準日の
翌日から次回の現地分配基準日までの期間をいいます。

投資信託の純資産

分配金

分配期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

※ 分配金は、ファンドの分配方針に基づき支払われます。分配方針については、本書の「分配方針」をご参照下さい。
※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や1口当たり純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意下さい。

（注）分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」の「税金」をご参照ください。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

投資信託で分配金が
支払われるイメージ

前回の分配期間に係る現地分配基準日の翌日から1口当たり純資産価格が上昇した場合 前回の分配期間に係る現地分配基準日の翌日から1口当たり純資産価格が下落した場合

分配金

分配金
支払い後の
1口当たり
純資産価格

投資者の
購入価格

（注）当該分配期間に生じた収益以外から0.50米ドルを取り崩す

105.00米ドル

105.50米ドル
当該分配期間における
収益0.50米ドル

0.50米ドル 104.50米ドル

分配金1.0米ドル

前回の分配期間に係る
現地分配基準日の翌日

当該分配期間に係る
現地分配基準日（分配前）

当該分配期間に係る
現地分配基準日（分配後）

（注）当該分配期間に生じた収益以外から0.80米ドルを取り崩す

105.00米ドル

104.00米ドル

103.00米ドル

当該分配期間における
収益0.20米ドル

0.80米ドル
分配金1.0米ドル

前回の分配期間に係る
現地分配基準日の翌日

当該分配期間に係る
現地分配基準日（分配前）

当該分配期間に係る
現地分配基準日（分配後）

＊購入価格を上回る部分（分
配金Ⓐ）に加え、下回る部分
（分配金Ⓑ）も分配金として
課税対象となります。

Ⓐ＊

Ⓑ＊ Ⓑ＊

投資者の
購入価格

分配金

分配金
支払い後の
1口当たり
純資産価格

お申込の際は、販売会社よりお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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分配金に関する留意事項

1口当たり純資産価格の変動要因
●

●

＜主な変動要因
価格変動リスク（株式市場リスク）
株式の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となり
ます。また、実質的にファンドが投資する個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価
の変化等によって変動し、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に
陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、1口当たり純資産価格が大きく下落する要因となります。

価格変動リスク（債券市場リスク）
債券の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する
要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。

価格変動リスク（信用リスク）
債務不履行の発生等は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格
が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因と
なります。
なお、後述の「投資する各種の証券の固有の留意点」もご参照ください。

為替変動リスク
ファンドは、米ドル建て資産に投資するため、米ドル貨から投資する場合には、為替変動のリスクはありません。ただし、円貨にて
米ドル建て資産を評価する場合には、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、円貨で評価した資産価値が
大きく減少する可能性があり、この場合、円貨で評価したファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたり
する場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの1口
当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買
される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が
低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に
反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

※1口当たり純資産価格の変動要因は、下記に限定されるものではありません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書（請求目論
見書）の該当箇所をご参照ください。
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＊購入価格を上回る部分（分
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Ⓐ＊

Ⓑ＊ Ⓑ＊

投資者の
購入価格

分配金

分配金
支払い後の
1口当たり
純資産価格

お申込の際は、販売会社よりお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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ファンドのリスクおよび留意点①

1口当たり純資産価格の変動要因
●ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、1口当たり純資産価格は変動します。したがって投資元本
が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資
者に帰属します。
●投資信託は預貯金とは異なります。

＜主な変動要因＞
価格変動リスク（株式市場リスク）
株式の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となり
ます。また、実質的にファンドが投資する個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価
の変化等によって変動し、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に
陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、1口当たり純資産価格が大きく下落する要因となります。

価格変動リスク（債券市場リスク）
債券の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する
要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。

価格変動リスク（信用リスク）
債務不履行の発生等は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格
が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因と
なります。
なお、後述の「投資する各種の証券の固有の留意点」もご参照ください。

為替変動リスク
ファンドは、米ドル建て資産に投資するため、米ドル貨から投資する場合には、為替変動のリスクはありません。ただし、円貨にて
米ドル建て資産を評価する場合には、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、円貨で評価した資産価値が
大きく減少する可能性があり、この場合、円貨で評価したファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたり
する場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの1口
当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買
される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が
低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に
反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

※1口当たり純資産価格の変動要因は、下記に限定されるものではありません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書（請求目論
見書）の該当箇所をご参照ください。

お申込の際は、販売会社よりお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

12

ファンドのリスクおよび留意点①

1口当たり純資産価格の変動要因
●ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、1口当たり純資産価格は変動します。したがって投資元本
が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資
者に帰属します。
●投資信託は預貯金とは異なります。

＜主な変動要因＞
価格変動リスク（株式市場リスク）
株式の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
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投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたり
する場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの1口
当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買
される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が
低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に
反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

※1口当たり純資産価格の変動要因は、下記に限定されるものではありません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書（請求目論
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お申込の際は、販売会社よりお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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■お申込みメモ

設 定 日

信 託 期 間

ファンド 営 業 日

購 入 単 位

購 入 価 額

換金（買戻し）単位

換金（買戻し）価額

換金（買戻し）代金

ス イ ッ チ ン グ

計 算 期 間 末

課 税 関 係

収 益 分 配

購入の申込期間

＊通常、「申込日」の翌国内営業日が国内約定日となり、購入または換金の注文の成立を、日本における販売会社が確認する日となります。

投資する各種の証券の固有の留意点

その他の留意点
●ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、基準通貨建てにより表示されるため、円貨から投資した場合、
円貨換算した1口当たり純資産価格は、円貨と当該基準通貨の間の外国為替レートの変動の影響を受けます。
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

＜転換社債＞
転換社債は、株式と債券の二つの特徴をあわせ持ち、所有者が株式に転換すると株価の上昇による利益を得ることが期待できます。
転換社債の市場価値は、金利の上昇に伴って下落する傾向があり、発行会社の普通株式の市場価格の下落によりマイナスの影響を
受ける傾向もあります。また、発行体が、財務状況または市況の変化を受けて、配当金または利息および元本を期日に支払う義務を
履行できないリスクがあります。
＜優先株式＞
優先株式は、普通株式に比べて剰余金の配当を優先的に受ける、あるいは残余財産の分配を優先的に受ける、あるいはその両
方について優先的に受けるという権利を持つ株式です。会社の資本構成における債券およびその他の負債証券に劣後するた
め、それらの負債証券よりも大きな信用リスクを負います。

お申込の際は、販売会社よりお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

ファンドのリスクおよび留意点②

お申込の際は、販売会社よりお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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お申込の際は、販売会社よりお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

ファンドのリスクおよび留意点②

お申込の際は、販売会社よりお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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■お申込みメモ（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

設 定 日 2018年9月28日

信 託 期 間 2163年12月1日まで

ファンド 営 業 日 ニューヨーク証券取引所、東京証券取引所およびニューヨーク、東京、ロンドン、ダブリンの銀行の営業日
（毎年12月24日を除きます。）ならびに／またはファンドに関して管理会社が随時決定するその他の日および
その他の場所におけるその他の日

購 入 単 位 1口以上1口単位

購 入 価 額 各取引日※に適用される受益証券1口当たり純資産価格（当初1口＝100.00米ドル）
※「取引日」とは2018年10月1日およびそれ以降の各ファンド営業日および／またはファンドについて管理
会社が随時決定することのできるその他の日をいいます。

換金（買戻し）単位 1口以上1口単位

換金（買戻し）価額 買戻日に適用される受益証券1口当たり純資産価格

換金（買戻し）代金 原則として、申込日＊から起算して7国内営業日目以降に、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて
支払われます。

ス イ ッ チ ン グ （資産成長型）と（毎月分配型）間でのスイッチングはできません。

計 算 期 間 末 毎年10月31日

課 税 関 係 ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務当局の判断
によりこれと異なる取扱がなされる可能性もあります。

収 益 分 配

購入の申込期間 2023年4月29日から2024年4月30日まで。     
（期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）     

＊通常、「申込日」の翌国内営業日が国内約定日となり、購入または換金の注文の成立を、日本における販売会社が確認する日となります。

ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、基準通貨建てにより表示されるため、円貨から投資した場合、

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

転換社債は、株式と債券の二つの特徴をあわせ持ち、所有者が株式に転換すると株価の上昇による利益を得ることが期待できます。
転換社債の市場価値は、金利の上昇に伴って下落する傾向があり、発行会社の普通株式の市場価格の下落によりマイナスの影響を
受ける傾向もあります。また、発行体が、財務状況または市況の変化を受けて、配当金または利息および元本を期日に支払う義務を

優先株式は、普通株式に比べて剰余金の配当を優先的に受ける、あるいは残余財産の分配を優先的に受ける、あるいはその両
方について優先的に受けるという権利を持つ株式です。会社の資本構成における債券およびその他の負債証券に劣後するた

(1) （資産成長型）：
原則として分配は行わない予定です。

(2) （毎月分配型）：
年12回（毎月12日。取引日ではない場合は翌取引日）の分配宣言日に分配方針に従い、分配を決定します。
ただし、管理会社の裁量で収益の分配を行わない場合があります。

※分配金の再投資はできません。

お申込の際は、販売会社よりお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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ただし、管理会社の裁量で収益の分配を行わない場合があります。

※分配金の再投資はできません。

お申込の際は、販売会社よりお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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■ファンドの費用（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）
❶投資者が直接的に負担する費用

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書（請求
目論見書）の該当箇所をご参照ください。

ありません。

❷投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総報酬は、次の通りです。
純資産総額の最大年率1.125%程度

※1　管理会社報酬は年間5,000米ドル、受託会社報酬は年間10,000米ドルであり、年率0.12%の報酬代行会社報酬から
支弁されます。

※2　管理事務代行報酬は、ファンドの純資産価格の①5億米ドル以下に対して年率0.07％、②5億米ドル超10億米ドル以下に対
して年率0.06%、③10億米ドル超に対して年率0.05%となります。また、管理事務代行報酬は最低月間3,750米ドルです。

（注）管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。

上記の報酬のほか、設立費用、監査報酬、目論見書の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務
関連費用、信託財産にかかる租税等がファンドの信託財産から支弁されます。「その他の費用」につきましては、
運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

管 理 報 酬 等

投 資 対 象とする
投 資 信 託 証 券

換 金 手 数 料

そ の 他 の 費 用・
手 数 料

実 質 的 な 費 用

投資対象とする投資信託証券に対して、年率0.55%程度の費用がかかります。

お申込の際は、販売会社よりお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

作成基準日：2024年3月1日

投資対象とする投資信託証券で発生する費用を含めた、ファンドの資産から支払われる実質的な費用は最大
年率1.675%程度となります。
（注）管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。

●当資料は三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
●当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が
高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
●投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により
変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
●投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、
投資者保護基金の支払対象とはなりません。
●当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等の内容
をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書
（交付目論見書）が優先します。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等は販売会社にご請求ください。
●当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

●投資信託に関する留意点
●投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは
三井住友銀行本支店等にご用意しています。 
●投資信託のご購入、換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ転換の際は、為替手数料が上記の各種手数料等とは別にかかります。購入時と
換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。 
●投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。 
●外国投資信託のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要です。
●投資信託は預金ではありません。
●投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
●当行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
●当行は販売会社であり、投資信託の設定は管理会社が行います。

購 入 時 手 数 料
1.10％（税抜1.00％）
※購入時手数料には消費税相当額がかかります。
※購入時手数料は、購入価額×購入口数 に手数料率（税込）を乗じて得た額とします。

報酬代行会社報酬 報酬代行会社
管理会社
受託会社
投資運用会社
代行協会員
保管会社
管理事務代行会社
日本における販売会社

管理会社報酬
受託会社報酬

年率0.12%※1
年間5,000米ドル
年間10,000米ドル
年率0.20%
年率0.01%
年率0.025%
年率0.07%（上限）※2
年率0.70%

投資運用会社報酬
代行協会員報酬
保管会社報酬
管理事務代行報酬
販売報酬

内
訳

手数料 支払先 報酬料
（年率は純資産総額に対する割合）

■投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込
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